
青森県病院薬剤師奨学金返還支援事業費補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１ 病院薬剤師奨学金返還支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、青森県

病院薬剤師奨学金返還支援事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）の定めによるほか、この

要領に定めるところによる。 

 

（用語） 

第２ この要領で使用する用語は、特に定めのない限り、要綱において使用する用語の例による。 

 

（研修プログラム） 

第３ 要綱第５第１項第３号に規定する研修プログラムは、次の各号に掲げるものであること。 

（１）研修項目は、次に掲げる項目を含むこと。 

ア 調剤業務 

イ 医薬品の供給と管理 

ウ 医薬品情報管理 

エ 病棟業務 

オ 無菌調製 

カ がん化学療法 

キ 医療安全 

ク 感染制御 

（２）定期的な評価の実施を行うものであること。 

（３）支援対象者の採用初年度から開始し、３年間以上実施するものであること。 

 

（対象病院の登録等） 

第４ 要綱第５の規定により、対象病院として県の登録を受けようとする者は、対象病院登録申請書

（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）奨学金返還支援制度の内容を確認することができる書類（規程等） 

（２）支援対象者に対して実施する研修プログラムの内容を確認できる書類 

（３）要綱第５第１項第３号の要件を満たすことを誓約する書類（第２号様式） 

２ 知事は、前項の規定により提出された書類を審査し、対象病院として登録したときは、その旨を

通知するとともに、県のウェブサイト等において対象病院として公表するものとする。 

３ 補助事業者は、要綱第１項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき又は登録の取消

しを求めるときは、対象病院登録取消届出書（第３号様式）により、速やかに知事に届け出なけれ

ばならない。 

４ 補助事業者は、登録内容、奨学金返還支援制度の内容又は研修プログラムの内容等に変更があっ

たときは、対象病院登録内容変更届出書（第４号様式）により、速やかに知事に届け出なければな

らない。 

５ 知事は、前２項の規定による届出があったときは、登録の取消し又は登録内容の変更を行うとと

もに、県のウェブサイト等において対象病院の登録の取消し又は登録内容の変更を公表するものと

する。 

 

 



（対象病院の登録の取消し） 

第５ 知事は、対象病院が次の各号のいずれかに該当するときは、対象病院の登録の取消し等の措置

を行うことができる。 

（１）虚偽の申請その他不正行為により、登録されたことが明らかになったとき。 

（２）要綱第５のいずれかを満たさないことが明らかになったとき。 

２ 知事は、前項の規定に基づき登録を取り消したときは、当該対象病院に通知するとともに、県の

ウェブサイト等において、対象病院の登録の取消しを公表するものとする。 

３ 第１項の規定により対象病院の登録を取り消された者は、原則として、再度当該登録の申請をす

ることはできない。 

 

第６ 要綱第６第３号に定める場合は、次に掲げる場合とする。 

（１）産前・産後休暇等の休暇を取得した場合 

（２）育児休業を取得した場合 

（３）次に掲げる業務との兼務（対象病院での労働時間を超えないものに限る。）。 

ア 学校保健安全法（昭和 33年法律第 56号）第 23 条第２項に基づく学校薬剤師の業務 

イ 薬剤師会が開設する休日夜間対応薬局に係る業務 

ウ 市町村が開設する休日診療所に係る業務 

（４）研修プログラム実施の一環としての県内の他の病院等への出向 

（５）薬剤師の能力の開発及び向上を図ることを目的とする研修 

（６）その他知事が認める事由による場合 

 

第７ 要綱第６第４号に定める施設は、次に掲げる施設とする。 

（１）医療施設（病院、診療所） 

（２）薬局 

（３）介護保険施設（介護老人保健施設、介護医療院） 

 

 

 

附 則 

１ この要領は、令和７年 10月 28日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 


